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会議に付した事件 

 日程第１       総務文教常任委員長報告 

            （付託議案第29、32、33、36、37号） 

 日程第２       厚生産業常任委員長報告 

            （付託議案第30、31、33、34、35、37号） 

      討論・採決 

 日程第３ 議案第29号 基山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 日程第４ 議案第30号 基山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について 

 日程第５ 議案第31号 基山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について 

 日程第６ 議案第36号 基山町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正

について 

 日程第７ 同意第２号 基山町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるこ

とについて 

 日程第８ 議案第32号 基山町立小中学校指導者用端末の取得について 

 日程第９ 議案第33号 令和７年度基山町一般会計補正予算（第２号） 

 日程第10 議案第34号 令和７年度基山町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第11 議案第35号 令和７年度基山町下水道事業会計補正予算（第１号） 

 日程第12 議案第37号 令和７年度基山町一般会計補正予算（第３号） 

 日程第13 意見書第１号 少人数学級・教職員定数の改善、義務教育費国庫負担制度等に 

            係る意見書 

 日程第14       所管事務等の調査について 

            （総務文教常任委員会、厚生産業常任委員会、議会運営委員会） 
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～午前９時30分 開議～ 

○議長（末次 明君） 

 ただいまの出席議員数は13名で定足数に達しておりますので、本日の会議は成立しました。 

 去る10日から休会中の本会議を開議します。 

      日程第１ 総務文教常任委員長報告、日程第２ 厚生産業常任委員長報告 

○議長（末次 明君） 

 日程第１．総務文教常任委員長報告、日程第２．厚生産業常任委員長報告を一括議題とし

ます。 

 初めに、総務文教常任委員長の審査報告を求めます。松石健児総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員長（松石健児君）（登壇） 

 皆さんおはようございます。総務文教常任委員会の審査について報告させていただきます。 

 議案第29号 基山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 議案第36号 基山町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 

 議案第32号 基山町立小中学校指導者用端末の取得について 

 議案第33号 令和７年度基山町一般会計補正予算（第２号）中歳入全般及び歳出所管分 

 議案第37号 令和７年度基山町一般会計補正予算（第３号）中歳入全般及び歳出所管分 

 本委員会は、６月９日付付託されました上記の議案を審査の結果、議案第29、36、32、

33、37号は原案を可決すべきものと決定しましたので、会議規則第76条の規定により報告し

ます。 

 なお、議案第29、36、32、33、37号に対する審査の経過は次のとおりです。 

 議案第29号 基山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 本条例の改正は、人事院規則の一部改正により、子の看護休暇の対象となる子の範囲・取

得事由が拡大されたことによるものであります。 

 今回の対象職員数及び令和６年の子の看護休暇取得実績についてただしたところ、子の範

囲の拡大で対象となる職員数は16人、子の看護休暇取得実績については、30人中で１人当た

り平均3.38日、最大10日間取得した職員もいた。また、取得の男女別は、男性10人、女性20

人との説明を受けました。 

 当委員会としては、対象職員への周知徹底及び男性職員の子の看護休暇取得も促進するよ

う啓発し、管理職を含めた職場全体で取得しやすい環境整備を継続するよう提案いたしまし
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た。 

 議案第36号 基山町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 

 本条例の改正は、国政選挙に係る選挙事務に関わる人員に対し、物価の変動等から報酬の

額をかさ上げする改正であります。 

 開票作業の効率化についてただしたところ、開票用紙の分類機等の導入により、開票作業

の省力化、人員削減は進んでいるとの説明を受けました。 

 当委員会としては、報酬面の改善だけでなく、選挙事務に関わる人員の負担軽減も図るた

め、高齢者の利便性も考慮しつつ、投票時間の短縮、投票所の配置や数についても選挙管理

委員会で引き続き検討するよう提案しました。 

 議案第32号 基山町立小中学校指導者用端末の取得について 

 今回の指名競争入札において13者を入札に指名し、応札は４者、辞退は７者、欠席は２者

となっている。 

 入札に辞退、欠席が多い理由と、欠席した事業者に、次回以降一定期間は指名しないなど

の罰則規定はないのかただしたところ、辞退理由については納期までの物品調達が困難であ

ることや台数が多いことが主な理由であった。また、欠席者への対応について、本町では罰

則規定を定めていない。県内自治体においても罰則規定を定められていないが、今後、県内

自治体が罰則規定を定めていくならば、本町としても同様の対応を検討していきたいとの説

明を受けました。 

 当委員会としては、多様な事業者の中から指名入札業者として選定しているにもかかわら

ず、欠席という状況を容認していいものなのか懐疑的である。自治体によっては、入札の公

平性に鑑みて事業者へ処分を行う場合もあるため、今後の対応については十分検討するよう

に提案しました。 

 議案第33号 令和７年度基山町一般会計補正予算（第２号）中歳入全般及び歳出所管分 

 歳出 10款３項１目12節 委託料654万8,000円 

 基山中学校プール解体工事に関する解体工事監督員支援業務、実施設計・監理業務、アス

ベスト含有分析調査業務の委託料が補正予算として計上されました。 

 解体工事監督員支援業務委託料について、業務内容と工期の変動による金額の増減は生じ

ないのかただしたところ、町職員が行う解体工事の監督業務について、建築の専門的見地か

ら支援をするもので、工事の工程段階で技術的助言等を行う。今回の工事では、期間の長短
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で大きく変動するものではないとの説明を受けました。 

 また、地権者と解体後の返還内容についてただしたところ、地権者全員とは協議済みで、

農地として原状復帰を希望されているとの説明を受けました。 

 当委員会としては、将来、中学校体育館の建て替え時に仮施設等のための用地が必要とな

る可能性があり、その際に、再度この土地の購入や借用が課題となることも想定されます。

地権者との良好な関係構築と将来を見据えた対応に努めるよう提案しました。 

 議案第37号 令和７年度基山町一般会計補正予算（第３号）中歳入全般及び歳出所管分 

 歳出 10款１項２目18節 小中学校校外活動費補助金80万6,000円 

 本補助金は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業の一つであります。

修学旅行等の校外活動は、物価高騰の影響によりバス代等が値上がりしており、保護者の負

担軽減を図るため、校外活動費の一部を補助するものであります。 

 本補助金は、今年度のみの事業となる可能性もある。来年度以降も保護者の負担軽減を検

討できないのかただしたところ、現時点では具体的な検討はしていない。児童生徒の参加人

数によっても保護者負担額は変動するとの説明を受けました。 

 当委員会としては、教育費の公費負担の在り方について、継続性や公平性を考慮し、保護

者負担の軽減を図ることで児童生徒の活動内容が充実するように支援策の検討を提案しまし

た。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（末次 明君） 

 次に、厚生産業常任委員長の審査報告を求めます。天本勉厚生産業常任委員長。 

○厚生産業常任委員長（天本 勉君）（登壇） 

 皆さんおはようございます。それでは、厚生産業常任委員会の審査報告をさせていただき

ます。 

 議案第30号 基山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部改正について 

 議案第31号 基山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正について 

 議案第33号 令和７年度基山町一般会計補正予算（第２号）中歳出所管分 

 議案第34号 令和７年度基山町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 
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 議案第35号 令和７年度基山町下水道事業会計補正予算（第１号） 

 議案第37号 令和７年度基山町一般会計補正予算（第３号）中歳出所管分 

 本委員会は、６月９日付付託されました上記の議案を審査の結果、議案第30、31、33、

34、35、37号は原案を可決すべきものと決定しましたので、会議規則第76条の規定により報

告します。 

 なお、議案第30、31、33号に対する審査の経過は次のとおりです。 

 議案第30号 基山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部改正について 

 議案第31号 基山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正について 

 従来、特定地域型保育及び家庭的保育等を行う事業者に対しては、「保育内容支援」・

「代替保育」・「卒園後の受皿確保」といった連携協力ができる認定こども園、幼稚園また

は保育所（以下「連携施設」という。）の確保を義務づけている。しかし、今回の条例の一

部改正で、各事業者による連携施設の確保が著しく困難と町長が認める場合、その確保をし

ないことができる緩和措置を規定した。 

 このことについて、本町では対象となる事業所は４か所あるが、既に連携施設を確保して

おり、問題ないとの説明を受けました。 

 議案第33号 令和７年度基山町一般会計補正予算（第２号）中歳出所管分 

 歳出 ２款１項６目18節 地域公共交通活性化協議会負担金353万6,000円 

    ２款１項６目20節 地域公共交通活性化協議会貸付金1,207万円 

 令和８年度の地域公共交通体系の再構築に向けた最終調整として、町内のタクシー会社と

連携し、デマンド交通の実証実験が行われる。 

 実証運行期間中、コミュニティバスの利用状況を確認し、町として最適な公共交通体系の

分析や住民の意向・ニーズ調査を行い、利便性や収益性、その他波及効果等についても検証

する。 

 実施期間は今年９月から11月までの３か月間とし、12月から来年２月まで事後検証を行う。 

 過去３回のデマンド交通実証実験と今回の違いをただしたところ、今までは平日のみの運

行であったが、コミュニティバスは土曜日も運行していることから、今回は土曜日も実施す

る。また、今までできなかった往復予約や早期予約が可能なデマンド交通ウェブ予約システ
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ムを構築するとの説明を受けました。 

 今まで何回も実証実験を行ってきたが、制度として浸透していないことについて理由と対

策をただしたところ、電話でも予約可能だが、ウェブしか予約できないと誤解されている方

がいるなど周知不足を感じている。今回はチラシの内容を工夫し、利用者が多いサロン等で

説明会を行い、生活支援コーディネーターとも連携するなどして積極的に周知していきたい

との説明を受けました。 

 当委員会としては、実証実験の周知徹底を図り利用者を増やすとともに、令和８年度には

本町の実情に応じた地域交通体系を構築するよう提案しました。 

 ６款１項３目18節 農地利用効率化等支援補助金228万7,000円 

 この補助金は、融資等を受けて経営改善の取組に必要な農業用機械等を導入しようとする

地域農業の中核となる担い手（認定農業者、認定就農者等）に対して、国・県の要綱に基づ

き補助金を交付し支援する事業である。補助率は事業費の30％以内で、300万円を上限に補

助している。 

 現状は、農業経営はその多くが赤字経営であり、コンバインなど高額な農業用機械の更新

時に、これ以上維持管理ができないということが離農の要因の一つになっている。また、従

事者が減少することで耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなってきてい

る。中核となる担い手（認定農業者、認定就農者等）だけでなく、事業対象者の範囲を拡大

できないのかただしたところ、農業経営の規模拡大や効率化などをする場合は、ほかの制度

もあるので、農業従事者に対し周知するとともに、今後、基山町の地域農業の維持振興を図

るためにも、基山町の状況に合った制度の見直しを含めて検討していきたいとの説明を受け

ました。 

 当委員会としては、補助金制度を含めた各種農業施策事業があるが、農業団体や組織だけ

でなく各農業従事者への周知に努めるよう提案いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（末次 明君） 

 以上で各常任委員長の審査報告が終了しました。 

 これから各常任委員長報告に対する質疑を行います。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（末次 明君） 
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 ないようですので、質疑を終結します。 

 次に、討論、採決を行います。 

      日程第３ 議案第29号 

○議長（末次 明君） 

 日程第３．議案第29号 基山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について

に対する討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（末次 明君） 

 ないようですので、討論を終結します。 

 議案第29号を採決します。 

 本案に対する総務文教常任委員長の報告は可決です。 

 本案を総務文教常任委員長報告どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（末次 明君） 

 全員起立と認めます。よって、議案第29号は可決されました。 

      日程第４ 議案第30号 

○議長（末次 明君） 

 日程第４．議案第30号 基山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部改正についてに対する討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（末次 明君） 

 ないようですので、討論を終結します。 

 議案第30号を採決します。何か、どうぞ。 

○10番（重松一徳君） 

 採決飛ばされたですか。 

○議長（末次 明君） 

 29号の次、今30号ですけど。28号については、特別委員会の設置については設置だけとい

うことで、採決しないようになっております。いいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 もう一度、日程第４．議案第30号 基山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の



- 361 - 

運営に関する基準を定める条例の一部改正についてに対する討論を行います。討論はありま

せんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（末次 明君） 

 ないようですので、討論を終結します。 

 議案第30号を採決します。 

 本案に対する厚生産業常任委員長の報告は可決です。 

 本案を厚生産業常任委員長報告どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（末次 明君） 

 全員起立と認めます。よって、議案第30号は可決されました。 

      日程第５ 議案第31号 

○議長（末次 明君） 

 日程第５．議案第31号 基山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正についてに対する討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（末次 明君） 

 ないようですので、討論を終結します。 

 議案第31号を採決します。 

 本案に対する厚生産業常任委員長の報告は可決です。 

 本案を厚生産業常任委員長報告どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（末次 明君） 

 全員起立と認めます。よって、議案第31号は可決されました。 

      日程第６ 議案第36号 

○議長（末次 明君） 

 日程第６．議案第36号 基山町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正

についてに対する討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（末次 明君） 

 ないようですので、討論を終結します。 

 議案第36号を採決します。 

 本案に対する総務文教常任委員長の報告は可決です。 

 本案を総務文教常任委員長報告どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（末次 明君） 

 全員起立と認めます。よって、議案第36号は可決されました。 

      日程第７ 同意第２号 

○議長（末次 明君） 

 日程第７．同意第２号 基山町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるこ

とについてに対する討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（末次 明君） 

 ないようですので、討論を終結します。 

 これより同意第２号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（末次 明君） 

 異議なしと認めます。よって、同意第２号は原案に同意することに決定しました。 

      日程第８ 議案第32号 

○議長（末次 明君） 

 日程第８．議案第32号 基山町立小中学校指導者用端末の取得についてに対する討論を行

います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（末次 明君） 

 ないようですので、討論を終結します。 

 議案第32号を採決します。 

 本案に対する総務文教常任委員長の報告は可決です。 
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 本案を総務文教常任委員長の報告どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（末次 明君） 

 全員起立と認めます。よって、議案第32号は可決されました。 

      日程第９ 議案第33号 

○議長（末次 明君） 

 日程第９．議案第33号 令和７年度基山町一般会計補正予算（第２号）に対する討論を行

います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（末次 明君） 

 ないようですので、討論を終結します。 

 議案第33号を採決します。 

 本案に対する総務文教常任委員長及び厚生産業常任委員長の報告は可決です。 

 本案を総務文教常任委員長、厚生産業常任委員長報告どおり決するに賛成の諸君の起立を

求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（末次 明君） 

 全員起立と認めます。よって、議案第33号は可決されました。 

      日程第10 議案第34号 

○議長（末次 明君） 

 日程第10．議案第34号 令和７年度基山町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に対

する討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（末次 明君） 

 ないようですので、討論を終結します。 

 議案第34号を採決します。 

 本案に対する厚生産業常任委員長の報告は可決です。 

 本案を厚生産業常任委員長報告どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 
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○議長（末次 明君） 

 全員起立と認めます。よって、議案第34号は可決されました。 

      日程第11 議案第35号 

○議長（末次 明君） 

 日程第11．議案第35号 令和７年度基山町下水道事業会計補正予算（第１号）に対する討

論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（末次 明君） 

 ないようですので、討論を終結します。 

 議案第35号を採決します。 

 本案に対する厚生産業常任委員長の報告は可決です。 

 本案を厚生産業常任委員長報告どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（末次 明君） 

 全員起立と認めます。よって、議案第35号は可決されました。 

      日程第12 議案第37号 

○議長（末次 明君） 

 日程第12．議案第37号 令和７年度基山町一般会計補正予算（第３号）に対する討論を行

います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（末次 明君） 

 ないようですので、討論を終結します。 

 議案第37号を採決します。 

 本案に対する総務文教常任委員長及び厚生産業常任委員長の報告は可決です。 

 本案を総務文教常任委員長、厚生産業常任委員長報告どおり決するに賛成の諸君の起立を

求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（末次 明君） 

 全員起立と認めます。よって、議案第37号は可決されました。 
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      日程第13 意見書第１号 

○議長（末次 明君） 

 日程第13．意見書第１号 少人数学級・教職員定数の改善、義務教育費国庫負担制度等に

係る意見書を議題とします。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（末次 明君） 

 ないようですので、討論を終結します。 

 これより採決を行います。 

 意見書第１号を原案どおり採択と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（末次 明君） 

 全員起立と認めます。よって、意見書第１号は採択と決しました。 

      日程第14 所管事務等の調査について 

○議長（末次 明君） 

 日程第14．所管事務等の調査についてを議題とします。 

 本件については、総務文教常任委員長、厚生産業常任委員長及び議会運営委員長より提出

された別紙、所管事務調査事項記載どおり、会議規則第72条の規定により本件を承認すると

決するに御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（末次 明君） 

 異議なしと認めます。よって、以上のとおり決定しました。 

 今期定例会に付議されました事件は全て議了しました。 

 以上をもちまして令和７年第２回基山町議会定例会を閉会します。 

～午前10時00分 閉会～ 
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